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第１ はじめに 
 

 個人情報保護委員会（以下「個情委」といいます。）は、2026 年 4 月 7 日、閣議決定された

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」（以下「改正法案」といいます。）

の内容等を公表しました1。改正法案は、今特別国会で成立する見込みであり、成立後、公布日

から 2 年以内に施行される予定です。 
 本稿では、改正法案による個人情報の保護に関する法律（以下「個情法」といいます。）の改

正点のうち、実務上重要と思われる事項について解説します。なお、改正法案には、行政機関

等に適用される個情法第 5 章に関する改正も含まれていますが、本稿では、個人情報取扱事業

者を対象とした改正点に絞って解説します。 

 
第２ 改正法案の主要ポイントとその概要 
 

１ 統計作成等に係る例外規定の新設 
 現行の個情法においても、特定の個人との対応関係が排斥されている統計情報については、

個情法の規制の対象外と理解されており2、また統計データへの加工を行うこと自体を個人情

 
1 https://www.ppc.go.jp/news/press/2026/260407/  
2「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」2-8、「個人情報の保護に関する法律につい

てのガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報編）」3-1-1、「『個人情報の保護に関する法律についてのガイド

ライン』に関する Q&A」QA1-17 等を参照。 
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報の利用目的（個情法 17 条 1 項）として特定する必要はないとされています3。もっとも、

現行の個情法では、最終的に統計情報の作成等を想定する場合でも、個人情報として取得し、

また個人情報取扱事業者のもとで個人データである情報を第三者に提供する場合には、要配

慮個人情報の取得（個情法 20 条 2 項）や個人データの第三者提供（個情法 27 条 1 項）等に

ついて、原則として本人同意を要します。 
 改正法案では、統計作成等4にのみ利用されることが担保されていること等を条件に、本人

同意のない個人情報等の第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得が可能とされ

ています（改正法案 30 条の 2）。従前、AI 等の機械学習に伴うウェブスクレイピングよる個

人情報の取得に際して、本人同意なく要配慮個人情報を取得してしまうことが個情法 20 条 2
項に抵触するとの指摘がなされていましたが5、改正法案によりこの懸念が解消されることと

なります。また、個人データの第三者提供規制の緩和により、複数の事業者が有する個人デ

ータを、統計情報として横断的に解析することが可能となることも期待されます。 

 
２ 本人の権利利益を害しないことが明らかである場合の本人同意に関する例外規定の新

設 
個情法では、個人情報の目的外利用や個人データの第三者提供等には、原則として本人の

同意が必要であるとの規制がなされています（個情法 18 条 1 項、同 20 条 2 項、27 条 1 項）。 

改正法案では、「取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しない

ことが明らかである場合」について、本人同意を不要とし（改正法案 18 条 3 項 7 号、同 20
条 2 項 7 号、同 27 条 1 項 8 号）、上記本人同意原則に対する新たな例外を設けています。具

体的に、「取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明

らかである場合」が何を指すかについては、個情法施行規則で詳細が定められる予定ですが、

①ホテル予約サイトを用いてホテルを予約した利用者の個人データ（予約者の氏名等）を、

当該ホテル予約サイトの運営事業者が予約ホテルに対して提供する場合や、②金融機関で送

金指示を行った送金者の個人データ（送金者の情報）を、送金指示を受けた送金元金融機関

が送金先金融機関に対して提供される場合等が想定されています。従前、このようなケース

については、本人の黙示の同意や包括的同意が存在するという解釈による実務的な対応も試

みられていたように思われますが、改正法案により、立法的な手当てがなされたと評価でき

ます。 

 

 
3 上記 Q&A・QA2-5 
4 改正法案 2 条 13 項により「統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出し

て分類、比較その他の解析を行うことにより、当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報（個人に関する情報で

あるものを除く。）を作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委

員会規則で定めるものをいう。」と定義されおり、詳細は施行規則で定められるものと考えられます。 
5 個情委「OpenAI に対する注意喚起の概要」（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_alert_AI_utilize.pdf）1⑴
を参照。 
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３ 生命等の保護又は公衆衛生の向上等のために個人情報を取り扱う場合における同意取

得困難性要件の新設 

上記 1 及び 2 でも述べた本人同意原則については、現行の個情法上、①人の生命、身体又

は財産の保護のために必要がある場合、及び②公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進

のために特に必要がある場合という例外規定が存在しますが、いずれも「本人の同意を得る

ことが困難であるとき」という要件も課されています。 

改正法案では、上記①及び②の場合について、「本人の同意を得ることが困難であるとき」

に加え、「その他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき」にも、本人同意を

不要とするものとされています（改正法案 18 条 3 項 2 号・3 号、同 20 条 2 項 2 号・3 号、

同 27 条 1 項 2 号・3 号）。具体的に、どのようなケースが「その他本人の同意を得ないこと

について相当の理由があるとき」に該当するかについては、個情委のガイドライン等で明確

化することが予定されていますが、本人のプライバシー等の侵害を防止するために必要かつ

適切な措置（氏名等の削除、提供先との守秘義務契約の締結等）が講じられている場合が想

定されています。 

 
４ 子供の個人情報の取扱いに関する規律 
 現行の個情法には、子供の個人情報の取扱いに関する特別の規定は存在せず、個情委のガ

イドライン及び Q＆A に若干の記載があるのみとなっています6。他方で、EU の一般データ

保護規則（GDPR）をはじめとする諸外国のデータ保護法では、子供に対する特別の保護に関

する規定を設ける例7が多く、我が国においてもその導入の必要性を指摘する意見もあったと

ころです8。 

 改正法案では、諸外国の規制や国内での議論も踏まえ、本人が 16 歳未満の者である場合に

ついて、同意取得や通知等については法定代理人を対象とすること（改正法案 40 条の 2）や、

保有個人データの利用停止等の請求の要件を通常よりも緩和する規定（改正法案 35 条 9 項・

10 項）を設けています。特に同意取得者を法定代理人とする点については、個人情報の取得

等に当たってのオペレーションの変更を検討する必要のある事業者も少なくないものと考え

られます。 

 
５ 顔特徴データ等に関する規律 

現行の個情法では、特定の個人を識別できる顔特徴が含まれる情報は個人情報に該当する

ものの（個情法 2 条 2 項 1 号・同施行令 1 条 1 号ロ）、他の個人情報と比較して特別な規律

が設けられているわけではありません。 

 
6 上記ガイドライン（通則編）2-16、上記 Q&A・QA1-62 
7 GDPR8 条、米国の COPPA（児童オンラインプライバシー法）、中華人民共和国個人情報保護法 31 条等 
8 主婦連合会「『個人情報保護法 いわゆる 3 年ごと見直しに係る検討の中間整理』に関する意見」

（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/20240731_kentohkai_shiryou-2.pdf）2 頁等 
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改正法案では、新たに「特定生体個人情報」という概念が新設されています（改正法案 16
条 5 項）。具体的にどのような情報が特定生体個人情報に該当するかについては、個情法施行

令で定められるとされていますが、顔特徴データ等（顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、

口その他の顔の部位の位置及び形状から抽出した特徴情報を、本人を識別することを目的と

した装置やソフトウェアにより、本人を識別することができるようにしたもの）が想定され

ています。顔特徴データ等を取り扱う場合には、原則として、名称、住所、特定生体個人情

報を取り扱うことやその利用目的等を周知することが義務付けられています（改正法案 21 条

の 2）。また、顔特徴データ等については、原則として、違法行為等の有無を問わずに利用停

止等請求ができることとされています（改正法案 35 条 7 項）。 

顔特徴データの取得等については、その特性やプライバシーとの関連で種々の懸念点や留

意点が指摘されてきたところであり9、一定の立法的解決を図ったものといえます。 

 

６ 漏えい等報告・本人通義義務の緩和 

  現行の個情法では、個情法施行規則 7 条各号で定める事由に該当する個人データの漏

えい等が生じた場合、個人情報取扱事業者は、一律に個情委への報告義務を負い、また

本人への通知が困難な場合を除き一律に本人通知を行う必要があるとされています（個

情法 26 条・同施行規則 8 乃至 10 条）。 

  改正法案は、本人通知義務について新たな例外を設け、本人への通知が行われなくて

も本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合には、漏えい等が生じた場合の本

人への通知義務を緩和し、代替措置による対応を認めることとしています。なお、どの

ような場合が「本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが

少ない」かについては、個情法施行規則で詳細が定められる予定ですが、サービス利用

者の社内識別子（ID）等、漏えいした情報の取得者において、それ単体ではおよそ意味を

持たない情報のみが漏えいした場合等が想定されています。 

現行の個情法に対する個情委の見解によると、個人情報取扱事業者にとって個人デー

タに該当すれば、当該個人情報取扱事業者以外の者にとっては無意味と思われる情報の

漏えい等についても個情委への報告及び本人通知の対象となっており10、このような規制

の在り方には疑問を呈する見解も存在しました11。改正法案により、このような場合にお

ける本人通知義務が緩和されることにとなります。 

 

７ 特定の個人への働きかけが可能となる個人関連情報に関する規律 

 
9 個情委「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」（https://www.ppc.go.jp/
files/pdf/kaoshikibetsu_camera_system.pdf）12 頁以下、総務省・経済産業省「カメラ画像利活用ガイドブック V
er3.0」（https://www.soumu.go.jp/main_content/000803603.pdf）25 頁以下等 
10 上記 Q&A・QA6-10 
11 例えば、岡村久道『個人情報保護法（第 4 版）』（商事法務、2022 年）292 頁、岡田淳＝北山昇＝小川智史＝

松本亮孝『個人情報保護法』（商事法務、2024 年）284 頁等 
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 改正法案は、住所、電話番号、電子メールアドレス及び Cookie 等の特定の個人への働

きかけが可能となる情報が含まれる個人関連情報を「連絡可能個人関連情報」と新たに

定義し（改正法案 2 条 8 項）、連絡可能個人関連情報の不適正利用及び不正取得を禁止し

ます（改正法案 31 条の 2）。 

 

８ 課徴金制度の導入 

改正法案では、違反行為者に対する課徴金納付命令制度が導入されています（改正法案 148
条の 3 乃至 17）。同制度については、課徴金制度の導入に慎重な姿勢を示していた経済団体

等の意見12を踏まえてか、一定の重大な違反行為により個人の権利利益等が侵害された場合

について、違反行為をやめることの対価として財産的利益等を受けた個人情報取扱事業者に

対し、当該違反行為により得られた財産的利益等に相当する額の課徴金の納付を命じるもの

とされており、課徴金納付が命じられる場面及び金額の両面において、相当限定的な制度と

なっています。意図的に違反行為を行うことで財産上の利益を得ようとする悪質なケースな

どが想定されます。 

 
第３ まとめ 
 

改正法案は、統計利用の円滑化や本人同意規制の緩和を通じてデータ利活用の促進を図る

一方で、子供の個人情報や顔特徴データ等の規律強化により権利利益の保護を図る内容とな

っているといえます。 

とりわけ、AI・データ分析の活用、マーケティング手法、顧客管理の在り方など、従来はグ

レーゾーンと評価されがちであった実務について、規制が明確化された点は企業活動をクリ

アに行える点で歓迎すべき内容といえます。 

もっとも、同意取得の要否、社内オペレーションの変更、既存システムや規程への影響は

事業内容により大きく異なるため、形式的な対応ではリスクが残る可能性があります。クラ

イアントの皆様においては、施行までの猶予期間を見据え、自社のビジネスに即した影響分

析と実務対応の検討を早期に進めていただければと存じます。 

 

 
  

 
12 日本経済団体連合会「『個人情報保護法 いわゆる 3 年ごと見直しに係る検討の中間整理』対する意見 －課徴

金等関連部分を中心に－」10、11 頁（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/20240731_kentohkai_shiryou-7.pdf）等 
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